
第２回東近江市景観審議会 次第 

 

平成２３年７月８日（金） ９時３０分～ 

てんびんの里文化学習センター 

 

１． 開  会 

２． 都市整備部次長あいさつ 

３． 会長あいさつ 

４． 議  事 

    報告事項１  経過報告：景観計画の施行及び景観法第 16 条の届出について 

    報告事項２  景観重要建造物の指定について 

    報告事項３  景観形成重点地区の指定について 

 

５． 現地視察 

    五個荘近江商人集落地区 

    伊庭町湖辺集落地区 

 

６． 閉  会 
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報告事項１報告事項１報告事項１報告事項１        

 

 景観計画の施行の経緯 

  （１）景観審議会への諮問と答申    平成２２年１２月２日 

  （２）都市計画審議会への諮問と答申  平成２３年１月２０日 

  （３）「東近江市景観計画」告示･縦覧  平成２３年２月１日 

  （４）「東近江市景観計画」施行     平成２３年４月１日 

 

 

 

景観法第１６条の届出状況 

 

平成平成平成平成22222222年年年年10101010月月月月1111日日日日からからからから平成平成平成平成23232323年年年年3333月月月月31313131日日日日までまでまでまで
　　　　　　地域・地区名称

行為の種類

琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖
景観形成地域景観形成地域景観形成地域景観形成地域

琵琶湖景観琵琶湖景観琵琶湖景観琵琶湖景観
形成特別地区形成特別地区形成特別地区形成特別地区

主要地方道主要地方道主要地方道主要地方道
大津能登川大津能登川大津能登川大津能登川
長浜線長浜線長浜線長浜線

国道国道国道国道307307307307号号号号 宇曽川宇曽川宇曽川宇曽川 そのそのそのその他他他他 合計合計合計合計

建築物建築物建築物建築物のののの新築新築新築新築 1111 13131313 2222 1111 17171717

建築物建築物建築物建築物のののの外観変更外観変更外観変更外観変更 1111 1111

工作物工作物工作物工作物のののの新設新設新設新設 1111 1111 26262626 28282828

工作物工作物工作物工作物のののの改築改築改築改築 16161616 16161616

合計合計合計合計 1111 1111 14141414 2222 0000 44444444 62626262
 

 

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで平成23年4月1日から平成23年6月30日まで平成23年4月1日から平成23年6月30日まで平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

　　　　　　地域・地区名称

行為の種類

琵琶湖・琵琶湖・琵琶湖・琵琶湖・
伊庭内湖伊庭内湖伊庭内湖伊庭内湖

宇曽川宇曽川宇曽川宇曽川
鈴鹿山系国鈴鹿山系国鈴鹿山系国鈴鹿山系国
道421号沿道道421号沿道道421号沿道道421号沿道

国道307号国道307号国道307号国道307号
沿道沿道沿道沿道

朝鮮人街道朝鮮人街道朝鮮人街道朝鮮人街道
沿道沿道沿道沿道

建築物の新築建築物の新築建築物の新築建築物の新築 1111 1111 1111 9999 12121212

建築物の増築建築物の増築建築物の増築建築物の増築 1111 1111

工作物の新設工作物の新設工作物の新設工作物の新設 1111 1111

工作物の増築工作物の増築工作物の増築工作物の増築 1111 1111

工作物の改築工作物の改築工作物の改築工作物の改築 1111 1111

工作物の外観変更工作物の外観変更工作物の外観変更工作物の外観変更 6666 6666

開発行為等開発行為等開発行為等開発行為等 1111 2222 3333

合計合計合計合計 0000 10101010 4444 1111 0000 0000 1111 9999 25252525

景観形成重点地域景観形成重点地域景観形成重点地域景観形成重点地域
鈴鹿山系鈴鹿山系鈴鹿山系鈴鹿山系

ゾーンゾーンゾーンゾーン
田  園田  園田  園田  園
ゾーンゾーンゾーンゾーン

市街地市街地市街地市街地
ゾーンゾーンゾーンゾーン

合計合計合計合計

 

 

    

 

 

 

 

 



 - 2 - 

東景観審第  １  号 

平成２２年１２月２日 

東近江市長 西澤 久夫 様 

東近江市景観審議会   

会長 谷口 浩志   

    東近江市景観計画の策定について（答申） 

 平成２２年１２月２日付け東都整第２５２号で諮問された標記の件について慎重に

審議した結果、「東近江市景観計画案」の内容は、基本的に適当と認め、下記意見を付

して答申します。 

記 

１．敷地の緑化措置に関する景観形成基準については、樹種を限定せず、総合的な修景

植栽がされる基準とされたい。 

２．風景づくり基本計画に基づき、さらなる景観形成重点地域・重点地区の拡充に取り

組まれたい。 

３．地域の活性化に資するよう、市民のまちづくり活動とも連携して風景づくりに取り

組まれたい。 

４．風景づくりには市民の参加が不可欠であることに鑑み、市の実施する景観施策に市

民の理解と協力が得られるよう努められたい。 

東 都 計 審 第 ６ 号 

平成２３年１月２０日 

東近江市長 西澤 久夫 様 

 東近江市都市計画審議会 

会 長  山﨑 一眞 

東近江市景観計画の策定について（答申） 

 平成２２年１２月２１日付け、東都整第３１０号で諮問された「東近江市景観計画の

策定について」は、当審議会で慎重に審議した結果、原案を適当と認めます。 

 なお、景観計画に基づく風景づくりを推進するため、下記事項に留意されるよう要望

します。 

記 

１ 市民・事業者・行政の協働による風景づくりを推進するため、本景観計画の周知に

努められたい。 

２ 景観形成重点地域・地区の追加指定や景観重要建造物・景観重要樹木の指定等、景

観計画の拡充と推進に取り組まれたい。 

３ 本市を代表する田園風景を保全するため、関係部局と調整して景観農業振興地域整

備計画を策定されたい。 
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報告事項２報告事項２報告事項２報告事項２    

  景観重要建造物の指定について 

 

 

 

 

 

 

 

景観重要建造物指定予備調査の実施フロー景観重要建造物指定予備調査の実施フロー景観重要建造物指定予備調査の実施フロー景観重要建造物指定予備調査の実施フロー    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    景観法景観法景観法景観法     

第 十 九 条  景 観 行 政 団 体 の長 は、景 観 計 画 に定 められた景 観 重 要 建 造 物 の指 定

の方 針 (次 条 第 三 項 において「指 定 方 針 」という。)に即 し、景 観 計 画 区 域 内 の良 好

な景 観 の形 成 に重 要 な建 造 物 (これと一 体 となって良 好 な景 観 を形 成 している土 地

その他 の物 件 を含 む。以 下 この節 において同 じ。)で国 土 交 通 省 令 で定 める基 準 に

該 当 するものを、景 観 重 要 建 造 物 として指 定 することができる。  

景観重要建造物の指定の方針景観重要建造物の指定の方針景観重要建造物の指定の方針景観重要建造物の指定の方針 （景観法第８条第２項第４号） 

[東近江市景観計画東近江市景観計画東近江市景観計画東近江市景観計画] 

 ①公共空間から容易に望見できる建造物 

 ②地域の特徴的な景観を生み出すシンボルとなっている建造物 

 ③伝統的な様式や技法で構成･築造されている建造物 

 ④東近江において歴史的、文化的に価値が高いと認められる建造物 

 ⑤地域住民に広く認識され、親しまれている建造物 

 ⑥今後、地域景観の形成を図る上で重要な位置づけが必要と認められる建造物 

文献調査 

滋賀県の近代和風建築調査報告書 

滋賀県の近代遺産調査報告書 

「湖国百選」「滋賀県神社誌」 

寺院一覧、公共施設一覧  等  

既存資料の収集･整理 

現地調査 踏査による現況確認と写真撮影、未調査物件の追加 

データベース作成 調査結果から物件の分類・整理 

一次審査 都市整備課職員が指定方針を基準に審査・選考 

指定候補となる建造物２０～３０件を抽出 

評価･考察 専門家による抽出物件の調査と評価･考察 

 予備調査をもとに、所有者の意向調査、建造物の詳細調査、景観審議会による 

二次審査等を経て、景観重要建造物指定候補とする。 

報告書作成 
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八日市地区 275 宗教施設 590

永源寺地区 115 住宅施設 239

五個荘地区 180 公共施設 168

愛東地区 157 福祉施設 67

湖東地区 143 学校施設 50

能登川地区 196 産業・商業施設 48

蒲生地区 144 土木・交通施設 48

合計 1210 合計 1210

地域別 分類別

予備調査対象物件数
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報告事項３報告事項３報告事項３報告事項３    

 景観形成重点地区の指定について 

景観形成のため現在
適用している法制度

今後適用を検討する法制度

景観計画区域【景観法】

琵琶湖
景観形成重点地域【景観法】
国定公園【自然公園法】

伊庭内湖
景観形成重点地域【景観法】
国定公園【自然公園法】

愛知川 ※

日野川・佐久良川 ※

宇曽川 景観形成重点地域【景観法】

繖山 国定公園【自然公園法】

箕作山 風致地区【都市計画法】

雪野山 県立自然公園【自然公園法】

布引丘陵 ※

日野丘陵 ※

水口丘陵 ※

国道307号 景観形成重点地域【景観法】

国道421号 景観形成重点地域【景観法】

朝鮮人街道 景観形成重点地域【景観法】

近江鉄道本線 ※

近江鉄道八日市線 ※

中仙道
景観形成重点地区
【景観法】

御代参街道
景観形成重点地区
【景観法】

甲津畑町長谷の谷津田
景観農業振興地域整備計画
【景観法】

永源寺周辺
市指定文化財（名勝）
【文化財保護法】

百済寺周辺
市指定文化財（名勝）
【文化財保護法】

五個荘五個荘五個荘五個荘のののの近江商人集落近江商人集落近江商人集落近江商人集落
重要伝統的建造物郡保存地区
【文化財保護法・都市計画法】

景観形成重点地区景観形成重点地区景観形成重点地区景観形成重点地区
【【【【景観法景観法景観法景観法】】】】

伊庭町伊庭町伊庭町伊庭町のののの湖辺集落湖辺集落湖辺集落湖辺集落
重要文化的景観重要文化的景観重要文化的景観重要文化的景観
【【【【文化財保護法文化財保護法文化財保護法文化財保護法、、、、景観法景観法景観法景観法】】】】

小椋谷の山村集落
景観形成重点地区
【景観法】

緑町行政ニュータウン
景観形成重点地区
【景観法】

八日市駅前地区 街づくり憲章（任意）
景観形成重点地区
【景観法】

能登川駅西地区 地区計画【都市計画法】

布引台地区 地区計画【都市計画法】

伝統的農村集落・田園地区
景観農業振興地域整備計画
【景観法】

※都市計画法、森林法、河川法等ですでに開発・建築行為について制限されている箇所

幹線道
路軸

鉄道軸

歴史街
道軸

景
観
形
成
重
点
地
区

規制規制規制規制・・・・誘導策誘導策誘導策誘導策によるによるによるによる景観形成施策景観形成施策景観形成施策景観形成施策のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

東近江市の重要な景観要素
(風景づくり基本計画より)

市全域

景
観
軸

琵琶湖
軸

河川軸

山塊・丘
陵軸
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『東近江市風景づくり基本計画』から 

④五個荘近江商人集落 

【【【【区域区域区域区域】：】：】：】：五個荘金堂地区及五個荘金堂地区及五個荘金堂地区及五個荘金堂地区及びそのびそのびそのびその周辺集落周辺集落周辺集落周辺集落    

五個荘近江商人集落は、古代条里制地割を基礎に陣屋や社寺を中心とする構成や親水空

間敷及び愛知川の伏流水を利用した水路等を特徴とする伝統的な街並を呈しています。金

堂地区においては、重要伝統的建造物群保存地区にも指定されており、本市を代表する歴

史的街並の一つです。 

このように、本市を代表する伝統的集落景観である五個荘近江商人集落の基本方針を以

下に定めます。 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・文化財保護法等に基づき近江商人屋敷等の伝統的

建造物の保全・活用を図ります。 

・その他の建築物については、地区の歴史的な街並

と調和した意匠・工法を取り入れる等、近江商人

集落の面影を残す街並の形成を図ります。 

・電柱、電線の地中化や屋外建築設備を目立たない

位置に設置する、又は目隠しをする等、歴史的な

街並に調和した規制・誘導を図ります。 

・屋外広告物等は、近江商人集落の景観に調和した規制・誘導を図ります。 

・愛知川の伏流水を利用した水路等の保存と継承を図ります。 

・重要伝統的建造物群保存地区を中心に観光拠点としての活用を図ります。 

⑤伊庭町の湖辺集落 

【【【【区域区域区域区域】：】：】：】：伊庭町伊庭町伊庭町伊庭町のののの湖辺集落及湖辺集落及湖辺集落及湖辺集落及びびびび周辺農地周辺農地周辺農地周辺農地    

伊庭内湖畔に位置する伊庭町集落では、集落内を縦横にはしる石垣の水路が周囲の田圃

へつながり、かつて生活用水や田舟による交通路として利用されていました。古くから半

農半漁を営み、水路に面した民家や寺院、神社がまとまりのある落ち着いた集落景観を形

成しています。 

このような水と人々の営みが密接に関わった特徴的な景観を湖辺集落の景観として、以

下の基本方針を定めます。 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・古くから水と密接に関わってきた湖辺集落の景観

は、人々の生活や生業により形成された文化的景

観として保全・継承すると共に、親水空間として

の活用を図ります。 

・建築物、工作物及び屋外広告物は、湖辺集落の景

観に調和した規制・誘導を図ります。 

・五個荘金堂地区全景 

・現在も残る集落内の水路 

 東近江市風景づくり条例東近江市風景づくり条例東近江市風景づくり条例東近江市風景づくり条例    

第１６条 ２ 市長は、景観計画区域内において良好な景観の形成を図るため、特に必要と認め

る一団の区域を景観形成重点地区景観形成重点地区景観形成重点地区景観形成重点地区（以下「重点地区」という。）として指定し、景観計画に定め

ることができる。 

３ 市長は、重点地域又は重点地区を指定するときは、当該地域、地区ごとにその特性に応じ、

次に掲げる事項を定めるものとする。 

  (1) 良好な景観の形成に関する方針 

(2) 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

(3) その他良好な景観の形成に必要な事項 
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五個荘竜田地区五個荘竜田地区五個荘竜田地区五個荘竜田地区・五個荘塚本地区・五個荘河並地区の街並み・五個荘塚本地区・五個荘河並地区の街並み・五個荘塚本地区・五個荘河並地区の街並み・五個荘塚本地区・五個荘河並地区の街並み    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文献調査文献調査文献調査文献調査 



議返さ神社の祭礼として毎年5月4日に行
われる「伊庭の坂下 し祭」は、岩山の急斜面
に栴「を下す神事が見どころで、大津市日吉
大祉の午の神事を模したものといわれ、天台
宗安楽寺の僧徒が行ったと伝えられている。
付近には、徳川家光上洛の際の宿舎であっ

た伊庭御殿跡がある。
伊庭内湖では、現代的なレジャーを楽しむ

こともできる。西日本最大の水車が回る能登
川水車とカヌーランドでは、その名の通りカ
ヌーを楽しむことができる。

[アヲセス]・JR東海道線能畳川駅下車 徒歩25分。

イ予 ば庭
東近江市伊庭

{歩庭の塩下し (びわこビジターズピユーロー提供)

伊庭の集落を縦横にめぐる掘割

東近江市伊庭は、湖東平野に残る水郷集落の一

つである。 うりゅう

町中には、瓜生J11から号|し、た水路が縦横に巡り 、

豊富な水量と清らかな水質をみること ができる。

その様子からは、内湖での漁労タ水田への往来な
"フ"つ

どに船が利用されていた時代を初梯とさせる。ま

た、それぞれの家々に設けられた 「カワトj も多

く残されているおり 、水とのかかわりは今も息づ

いている。

中世には琵琶湖の水運 ・水軍を背景に大きな権

力をもzζ伊庭氏の居城が設けられ、江戸時代に

は旗本三枝氏が陣屋をおいた集落でもあった。

豊かな自然と歴史を持つ水郷伊庭は、まさに水

の宝である。

[もっと院しく知りたいひとへの案内]
(関連文献/関連施設)

-東近江市能畳川t.物館 Ta 0748-42-6761 

-水車資料館 百包 0748-42-3000 




















